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市政への一般質問

▼
請
願
第
22
号
（
不
採
択
）

　

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
職
員
配
置
基
準
等
の

堅
持
及
び
放
課
後
児
童
支
援
員
等
の
処
遇
改
善

を
求
め
る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と
を
求

め
る
請
願

深
谷
市
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

会
長　

古ふ
る

内う
ち　

真ま

希き

子こ

反
対
討
論

　

運
営
上
難
し
い
地
域
が
あ
る
以
上
、
児
童
の

安
全
を
第
一
に
、
ま
た
、
地
方
の
裁
量
に
任
せ

実
情
に
応
じ
た
運
営
体
制
を
構
築
す
る
べ
き
と

い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
請
願
に
は
反
対
で
あ
る
。

三
田
部　

恒
明

賛
成
討
論

　

職
員
の
確
保
が
難
し
い
と
の
理
由
で
基
準
が

緩
和
さ
れ
、
職
員
が
一
人
で
多
く
の
児
童
を
受

け
持
つ
こ
と
は
、
安
全
性
の
低
下
が
心
配
さ
れ

る
。
今
や
る
べ
き
こ
と
は
、
処
遇
改
善
対
策
の

推
進
に
よ
り
職
員
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
で
あ

り
こ
の
請
願
に
賛
成
で
あ
る
。　

鈴
木　

三
男

　

人
材
不
足
を
安
易
に
基
準
緩
和
に
求
め
る
の

で
は
な
く
、
児
童
指
導
員
の
処
遇
改
善
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
対
応
を
行
い
、
職
員
確
保
を
幅
広
く

検
討
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
の
で
、
こ
の
請

願
に
賛
成
で
あ
る
。　
　
　
　

佐
久
間　

奈
々

■
深
谷
市
行
政
監
察
員

吉よ
し

田だ　

俊し
ゅ
ん

輔す
け

■
深
谷
市
固
定
資
産
評
価
員

島し
ま

崎ざ
き　

賢け
ん

二じ

■
深
谷
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

江え

⻆す
み　

勇ゆ
う

二じ

■
深
谷
市
教
育
委
員
会
委
員

鵜う

養が
い　

美み

季き

※
請
願
・
人
事
案
件
に
つ
い
て
は
敬
称
略

ふ
か
や
市
議
会
だ
よ
り（
第
　
号　

平
成
28
年　

月　

日
発
行
）

請
願
の
審
査
結
果

人 

事 

案 

件

議会のうごき
行 事 内 容 行 事 内 容 行 事 内 容

7(月)　深谷商工会議所 
　　　 新春賀詞交歓会

13(日)　深谷市成人式

16(水)　第三区議長会
　　　　議員研修会及び懇親会

22(火)　ふかや市商工会　
　　　　新春賀詞交歓会

29(火)　議員全員協議会

1(金)　総務委員会

4(月)　福祉文教委員会
5(火)　産業建設委員会
6(水)　予算特別委員会
7(木)　予算特別委員会

12(火)　一般質問
13(水)　一般質問

15(金)　中学校卒業式

18(月)　議会運営委員会
　　　　議会閉会
　　　　議員全員協議会

22(金)　小学校卒業式

15(金)　議会運営委員会、議員全員
　　　　協議会

22(金)　議会開会
　　　　議案説明
　　　　予算特別委員会

27(水)　議案質疑

5(火)

9(土)　渋沢栄一翁生誕祭

13(水)　佐賀県嬉野市議会 
　　　　議会広報編集特別委員会 
　　　　視察受入

深政クラブ 行政視察　～6日
富山県富山市ほか
•富山市エコタウン事業について
•フレイル予防事業について

部
署
に
よ
っ
て
同
じ
文
書
の
公
開
非
公
開
が
異
な
る
の
か

他
部
署
に
情
報
公
開
請
求
し
た
こ
と
は
把
握
し
て
い
な
い

佐さ

 く

 ま

久
間

　
奈な

 な々

Q　

情
報
公
開
制
度
は
原
則
公
開
で
あ
り
、

例
外
が
非
公
開
と
い
う
枠
組
み
で
あ
る
が
、

今
回
情
報
公
開
請
求
し
た
花
園
Ｉ
Ｃ
拠
点

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
文
書
が
非
公
開

と
な
っ
た
。
深
谷
市
の
公
開
性
に
疑
義
が

あ
る
。
非
公
開
と
判
断
し
た
根
拠
を
伺
う
。

A　

当
該
文
書
は
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

最
適
地
を
調
査
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、

公
開
に
よ
り
将
来
同
種
の
事
業
の
実
施
に

多
大
な
支
障
を
き
た
す
と
判
断
し
た
。

Q　

今
回
、
産
業
拠
点
整
備
室
と
農
業
振

興
課
に
情
報
公
開
請
求
を
し
、
当
該
文
書

が
、
産
業
拠
点
整
備
室
は
非
公
開
と
さ
れ
、

農
業
振
興
課
は
公
開
と
な
っ
た
。
同
じ
文

書
が
部
署
に
よ
っ
て
公
開
、
非
公
開
と
異

な
る
の
か
。
考
え
を
伺
う
。

A　

農
業
振
興
課
に
情
報
公
開
請
求
し
た

こ
と
は
把
握
し
て
い
な
い
。
産
業
拠
点
整

備
室
と
し
て
は
、
前
述
の
理
由
か
ら
非
公

開
と
し
た
。

—

地
域
猫
活
動
の
啓
発
の取り

組
み
は—

Q　

動
物
の
殺
処
分
を
減
ら
す
に
は
、
野

良
猫
の
繁
殖
を
抑
え
る
こ
と
が
有
効
で
あ

り
、
そ
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
地
域
猫
活

動
が
あ
る
。
地
域
猫
活
動
と
は
、
地
域
に

住
み
着
い
た
野
良
猫
に
不
妊
去
勢
手
術
を

施
し
て
、
こ
れ
以
上
増
や
さ
な
い
よ
う
に

し
、
そ
の
猫
が
命
を
全
う
す
る
ま
で
、
そ

の
地
域
で
適
正
に
管
理
し
て
い
く
活
動
で

あ
る
。
す
ぐ
に
猫
が
い
な
く
な
る
訳
で
は

な
い
が
、
適
正
な
管
理
が
さ
れ
る
こ
と
で
、

鳴
き
声
や
ご
み
あ
さ
り
等
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
。
市
と
し
て
、
市
民
に
こ
の
地
域

猫
活
動
の
啓
発
を
行
え
な
い
か
伺
う
。

A　

市
民
か
ら
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

地
域
猫
活
動
の
啓
発
等
を
行
っ
て
い
る
。

議員全員協議会
市から議会へ次のような報告がありました。

センター設置後のＤＶ被害者支援のイメージ図

　ＤＶ被害者に対して、相談から自立支援、法的関与
など、総合的な支援を行うため、協働推進部人権政策
課のDV相談窓口を「配偶者暴力相談支援センター」と
して整備しました。

設置の目的

・法に基づいたＤＶ関連証明書発行や保護命令への関
与の業務を自ら行えるようになり、被害者支援を迅速
かつ的確に行うことができます。
・身近な場所での継続的な相談、同行支援、手続きの一
元化など、ＤＶ被害者の立場に立ったワンストップ支
援を行うことができます。

開設による効果

・相談業務の実施
・一時保護の同行支援
 （被害者の緊急時における安全の確保）
・市役所内各種手続きに関する支援
・被害者の自立に関する支援
・証明書の発行業務
 （支援措置の申し出に対する意見付け）
・関係機関との連携（警察、転宅先市町村、裁判所など）
【センター設置により新たに実施可能となる業務】
①証明書の発行業務（医療保険、年金、児童手当等）
②保護命令に関する裁判所への提出書面の作成

業務内容
医
療
保
険
、年
金

児
童
手
当
等

加害者 DV被害者

地方裁判所

❶ 

証
明
発
行

支  

援

相  

談

保
護
命
令
決
定

保
護
命
令
申
立

②
書
面
提
出

書
面
請
求

深谷市配偶者暴力相談支援センター
【人権政策課】

市役所内
関係各課

転宅先市町村
福祉事務所 警察 一時保護施設

「深谷市配偶者暴力相談支援センター」
の設置について

埼玉県地域猫活動実践ガイドブックより

猫は1年に2〜3回妊娠し、1回に4〜8匹出産します。例えば年3回の
出産で4匹ずつ産み、半数がメスだとすると1年後には…

連 携

スマホは
こちらから

〈
ふ
か
や
市
議
会
だ
よ
り
は
、
点
字
版
と
C
D
版
を
発
行
し
て
い
ま
す
。 

送
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
市
社
会
福
祉
協
議
会 

（
T
E
L
5
7
3
ー

6
5
6
3
）へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。〉


